
令和５年度（2023年度）外国人介護人材受入支援事業実施要綱 

 

１　事業の目的 

外国人介護人材の介護技術・知識や日本語能力等の向上を促進するため、外国人技能実習生

及び１号特定技能外国人に対する研修を実施することにより、介護現場における外国人介護人

材の円滑な就労・定着を図る。 

 

２　実施主体 

北海道 

 

３　事業の委託 

道が適当と認めた事業者に委託して実施する。 

 

４　委託期間 

（委託契約締結日）から令和６年（2024年）３月31日まで。 

 

５　委託業務の概要 

受託者は、研修を企画・運営する。 

（１）研修カリキュラムの策定 

（２）シラバスの策定（研修の到達目標や内容、講師・教材等の選定等） 

（３）研修の回数、日程等の設定 

（４）研修で使用する補助資料、アンケート等の作成・取りまとめ 

（５）研修開催案内の作成、WEB上での周知 

（６）受講申込の受付 

（７）研修の運営 

（８）研修実施後の実績報告書の作成 

（９）その他研修の実施上必要な事項 

 

６　業務内容 

受託者は、次のとおり研修を実施すること。 

　（１）研修対象者 

　道内の介護サービス施設・事業所において介護職員として従事する外国人技能実習生及

　び１号特定技能外国人 

　（２）研修方法 

　　　  Zoom等の同時双方向型オンライン研修で実施すること。 

受講申込者には、受講日以降、復習等のため研修内容を録画等したものを視聴できるよ

うに工夫すること。 

　（３）定員 

100名 

　（４）研修内容 

研修については講義（座学）だけでなく演習を含むものとし、研修で活用する教材は、

　　　国による介護の日本語学習に関するWEBコンテンツ等の既存の学習ツールを推奨する。 

なお、研修で活用する教材については、受講者負担とすることもできる。 

また、必要に応じて補助指導員等を配置するなどの配慮を行うこと。 

　　　　介護技術・知識等については、原則、介護職員初任者研修を参考に、介護現場で必要と

　　　される基本レベルに到達するための研修内容とすること。 



　　　　日本語能力については、原則、日本語能力試験におけるＮ３相当のレベルに到達するた

　　　めの研修内容とすること。 

　　　　なお、研修科目については、表を参考として実施することとするが、研修対象者の介護

　　　及び日本語の習得状況やニーズを踏まえ、必要に応じて変更して実施することができるこ

　　　ととする。 

　　　　 

　　　（表） 

科目名（仮）   標準的な時間数

介護の基本 １．５時間

コミュニケーション技術 １．５時間

移動の介護 １．５時間

食事の介護 １．５時間

衣服の着脱の介護 １．５時間

排泄の介護 １．５時間

入浴の介護 １．５時間

文化の理解 ２．０時間

介護の日本語 ２．０時間

認知症の理解 １．５時間

 

　（５）研修講師 

講師は、各科目に精通した者を、略歴、資格、実務経験、学歴等に照らして選定すること。 

「文化の理解」及び「介護の日本語」を除く科目については、「北海道介護職員初任者研

　修等実施要綱　別紙４」を参考に選定すること。 

　（６）研修成果等の確認 

研修成果を把握するため、シラバスにおいて研修の到達目標や習得する技能等を示した

上で、研修の開始時と終了時にテスト等を実施すること。 

　（７）道への報告 

　　　　研修の受講状況及び実施状況について、別記第１号様式及び第２号様式により月末時点

　　　の状況を速やかに道に報告すること。 

 

　（８）その他 

企画・運営等に係る詳細については、道と協議の上、執り進めること。 

 

７　報告書の作成 

　（１）受講者への配布資料 

　（２）受講者一覧表 

　（３）テスト及びアンケート等の分析結果 

今後に向けての課題や改善点等を調査・検討し、分析結果を報告すること。 

 

８　その他 

　（１）委託契約書及び実施要綱に定めのない事項については、必要に応じ協議の上定めるもの

　　　とする。 

　（２）研修の案内については、受託者のＷＥＢ上の周知の他、道から振興局を通じて、各関係

　　　施設等へ周知する。


